
 
 

平成２９年１２月８日 
 
 

文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい 
保存と活用の在り方について（第一次答申） 

 
 

 
 

 

 詳細については，別添を御覧ください。 

 

 
  

 

 

 
 
 
 

  
 

本年５月に文部科学大臣から文化審議会に対して諮問された，「これからの文化財の保存と活用の

在り方」について，文化審議会文化財分科会企画調査会において検討が重ねられ，本日，第一次答申

として決定されましたので，お知らせします。 
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Ⅰ．検討の背景 

文化財は，我が国の様々な時代背景の中で，人々の生活や風土との関わりにおいて

生み出され，現在まで守り伝えられてきた貴重な財産である。今もなお，多くの有形・

無形の文化財に触れることができるのは，先人の不断の努力による恩恵であり，国際

社会の一員として文化財の保護に係る世界的な動向を踏まえながら，文化財を確実に

次世代に継承していくことは，国民共通の責務である。 

文化財は，我が国や各地域の歴史や文化を認識させ，魅力あふれる地域づくりの礎

となり，コミュニティーの活性化に寄与するものである。我が国においては，昭和 25

年に施行された文化財保護法に基づき有形・無形の文化財の指定や保護措置等が体系

的に講じられ，文化財の所有者や保存団体，地域住民等の尽力によって文化財保護の

成果が上げられてきた。 

一方で，我が国の社会状況は急激に変化し，過疎化・少子高齢化の進行により地域

の衰退が懸念されている。これは豊かな伝統や文化の消滅の危機でもあり，文化財は，

未指定のものも含め，開発・災害等による消滅の危機のみならず，文化財継承の担い

手の不在による散逸・消滅の危機にも瀕
ひん

している。このような厳しい状況の中，これ

まで価値付けが明確でなかった未指定の文化財も対象に含めた取組の充実や，文化財

継承の担い手を確保し社会全体で支えていく体制づくり等が急務である。 

文化財の継承と地域社会の今後の在り方との関係は極めて密接である。今後，多く

の人々が参画し，社会状況の変容に伴い危機に瀕した文化財について，地域の文化や

経済の振興の核として未来へ継承する方策を模索し，文化財保護制度を，これからの

時代を切り拓
ひら

くにふさわしいものに改めていくことが必要である。 

文化審議会文化財分科会は，平成 29 年５月 19 日に文部科学大臣から，文化財の確

実な継承に向け，未来に先んじて必要な施策を講じるための文化財保護制度の在り方

について包括的な検討を求める諮問を受けた（「これからの文化財の保存と活用の在

り方について」）。これを踏まえ，同分科会の下に企画調査会が設置され，包括的な検

討の最初の課題として，文化財やその取り巻く環境を一体的に捉えた取組と地域振興

について，文化財保護法の改正も視野に入れた検討が要請された。その後，企画調査

会では，文化財の所有者や地方公共団体に対するヒアリングや，中間まとめについて

パブリックコメントを実施するなどして関係者の意見聴取を行うとともに，文化財の

保存・活用の担い手を社会全体に広げていくことに特に留意しながら，地域における

文化財の保存・活用の推進強化と，個々の文化財の計画的な保存・活用の２点につい

て重点的に検討を進め，14 回にわたる議論を経て，この度，最終的な取りまとめを行

ったものである。 

なお，本取りまとめのうち，国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在

り方等に関しては，最新の保存技術の状況等を踏まえて専門的に審議を行う必要があ
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ることから，企画調査会の下に「これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保

存と活用の在り方等に関するワーキンググループ」を設置し，平成 29 年 11 月 22 日

に同ワーキンググループから報告が出された。また，本取りまとめには，地方文化財

保護行政の所管に関する点が含まれており，これは教育委員会制度に関する内容であ

ることから，平成 29 年９月，中央教育審議会に「地方文化財行政に関する特別部会」

が設置され，地方文化財行政に係る地方行政組織の在り方について報告された。企画

調査会では，これらワーキンググループ及び中央教育審議会の報告も踏まえて検討を

進め，取りまとめを行ったところである。 

 

Ⅱ．文化財の保存と活用に関する基本的な考え方 

文化財保護法は，その目的を「文化財を保存し，かつ，その活用を図り，もつて国

民の文化的向上に資するとともに，世界文化の進歩に貢献すること」と規定しており，

保存と活用は文化財保護の重要な柱であると捉えられている。 

文化財は，有形・無形の多種多様な文化的所産からなり，細心の注意が不可欠な

脆弱
ぜいじゃく

な文化財が存在する一方で，社会の中で適切に活用されなければ継承がままな

らない文化財も存在し，文化財の種類・性質による違いは軽視できない1。文化財は一

度壊れてしまえば取り返しがつかないものであり，それぞれの特性や脆弱性について

の正しい認識の下に，適切な取扱いがなされる必要がある。 

また，文化財の保存と活用は，互いに効果を及ぼし合い，文化財の継承につなげる

べきもので，単純な二項対立ではない2。 

保存状態が良好でないなど保存が十分でない文化財は修理等なしに活用すること

は困難であり，保存の措置である修理等の実施は活用の観点からも望まれる。また，

文化財の保存に悪影響を及ぼすような活用はあってはならない。その一方で，文化財

を次世代へ継承していく上で，その大切さを多くの人々に伝えていくことが不可欠で

あり，このため文化財の活用による理解の促進が必要である。このように，文化財の

                                                   
1 例えば建造物に関しては，能舞台が現在もその用途で使われるなど，機能・用途が現代に維持さ
れているものが多いが，既に建設当時の役割を終えて機能・用途を失っている場合も，文化財の
本質的な価値の維持を前提とした上で，現代社会の中で適切に機能・用途が与えられ使われ続け
ることによって，未来に受け継ぐ動機が高まり文化財の保存が強化されているものもある。また，
例えば美術工芸品に関しては，素材や形状，構造等が極めて脆弱なものもあり，海外の美術館等
にある油絵や石像などのように恒常的に展示することは難しいこともある。公開や調査などのた
めに文化財の移動や取扱いの機会が増加することは，文化財の劣化を促進し，毀損の危険性を高
めることでもあるため，文化財を活用する前提として，保存状態が適切であること，十分な知見
を持つ人材や展示施設などといった適切な環境が確保されることが必要である。いずれの文化財
も，文化財活用の名の下に文化財を破壊・毀損することはあってはならない。 

2 文化財の種類・性質により保存活用の在り方は異なるが，ここでは概括的に，文化財の保存とは
主に，文化財としての価値を後世に向けて確実に維持すること，文化財の活用とは主に，文化財
としての価値を踏まえ適切に現代社会に生かすことと捉えている。 
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保存と活用は，共に，文化財の次世代への継承という目的を達成するために必要なも

のである。 

今後，文化財の種類や性質に配慮しながら，適切な保存と活用の在り方を整理し，

保存を確固とするような活用の在り方を模索していくことが必要である。文化財の活

用により，人々は文化財の魅力や価値を享受することができるが，その恩恵は，現在

のみならず将来にわたり各世代の人々が同じように享受すべきものである。次世代，

次々世代へと連綿と続く未来の世代が，文化財の魅力や価値を享受し活用できるよう

にするためにも，計画的な修理・管理など文化財の適切な保存が必要である。 

また，文化財の継承に欠かすことができないのが，地域住民の存在である。文化財

を通じて地域住民がふるさとへの理解を深め，文化財継承の担い手として様々な活動

に主体的に参画することが，文化財と地域社会の維持発展に不可欠である。 

加えて，今後は，文化財の保存と活用の好循環を創り上げていく視点が重要である。

すなわち，文化財を核にした取組を進め，それにより生まれる社会的・経済的な価値

を地域の維持発展に役立て，文化財の保存や新たな文化創生へと還元するという視点

である。目先の利益は本質ではなく，文化財とそれを育んだ地域の持続的な維持発展

のために，文化財の保存と活用そしてその担い手の拡充を考えていくべきである。 

 

Ⅲ．これからの時代にふさわしい文化財の継承のための方策 

１．総合的な視野に立った地域における文化財の保存・活用の推進強化 

（１）必要性と対応の方向性 

前述のとおり，文化財保護法により多種多様の文化財が守られ継承されてき

たが，社会状況の変化等により，文化財の滅失や散逸等が深刻であり緊急の課

題となっている。特に，これまで価値付けが明確でなかった未指定の文化財や，

指定等文化財と一体性や関連性を有する周辺環境など，貴重な資源が失われつ

つある。歴史文化基本構想3の作成の取組が広まりつつあるように，文化財を幅

広く調査・把握し，有形・無形を問わず，文化財やその周辺環境を総体として

捉え，継続的・計画的にその保存・活用に取り組むことが重要である。その際

には，次世代への継承のため，地域住民や子供たちがその価値に触れられるよ

うにするとともに，まちづくりや地域の活性化などに生かしていくことなどが

必要である。 

                                                   
3 平成 19年 10 月 30 日「文化審議会文化財分科会企画調査会報告書」で提案し，現在地方公共

団体による策定が進んでいる，地域の文化財をその周辺環境も含め総合的に保存・活用してい

くための基本構想 
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このためには，国や都道府県の単位での取組の重要性はもちろん，これに加

え，文化財やその所有者に最も身近な行政主体である市町村の単位で，地域住

民と緊密に連携しながら，消滅の危機にある文化財の掘り起こしを含め，文化

財を総合的に把握し，ここから多様な発想を得て地域一体で計画的に保存・活

用に取り組んでいくことが極めて重要である。しかしながら，多くの地方公共

団体の文化財部局は人手不足の状況にあり，少人数の職員が，専門性の異なる

多種多様の文化財を一手に担っていることも多い。文化財は教育・景観まちづ

くり・地域振興・地域防災などの文脈でも重要性が高く，これらの行政分野に

おける様々な期待を踏まえて取り組むためにも，専門的な人材の継続的な配置

や資質の向上が不可欠である。 

また，文化財部局の適切な体制を整えた上で，文化財の次世代への継承に向

け，中長期的な視野に立った計画的な取組の推進が必要である。このため，地

方公共団体の総合計画などで整理される当該地域の基本的な施策体系におい

て，文化財に関する取組の重要性を適切に位置付けた上で，その具体的な施策

推進の基盤として，文化財に関するマスタープランの策定・推進を制度化する

ことが必要である。また，マスタープランの趣旨を踏まえた公共に資する民間

の活動を奨励していくことも重要である。 

 

（２）具体的な方策 

歴史文化基本構想を，“構想”にとどまらず，関係者がパートナーシップを結

び具体的なアクションにつなげる“マスタープラン”として発展させ，国・都

道府県・市町村間の連携強化のみならず，地域住民や民間団体等の主体的参加

や協力も得ながら，地域社会全体で，未指定も含めた多様な文化財を次世代へ

確実に継承していくことが必要である。 

このため，地方公共団体の計画的な取組の実施を制度化し，国がその計画を

認定するなど一定の関与の下，当該計画に基づく主体的な取組を行っていくこ

とが必要である。 

このとき，文化財を地域で継承していくという基本的な方向性について，文

化財関係者のみならず，他の行政分野の関係者にも広く通底するよう，計画の

着実な定着を図り，継続して取り組んでいくことが重要である。 

 

ア．国による指針等の策定等 

国は，各地方公共団体において文化財の総合的な保存・活用に関する計画

を策定する際の基本的な考え方について，指針等によって示すことが必要で

ある。 
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また，国は，自立的・持続的な活動が進むよう，各地域における計画的な

取組を促進していく必要がある。さらに，計画の策定を担う人材の確保・育

成の観点から，学芸員を含む文化財担当職員に対する定期的な研修を実施す

る必要がある。 

 

イ．都道府県による大綱的な方針・計画等の策定 

都道府県は，都道府県としての文化財の指定等を行い，その保存・活用の

ための取組を自ら進めているほか，市町村に対し，広域的な観点から，当該

市町村の実情に応じて指導・助言・援助を行うなど，積極的な役割を果たし

ている。市町村の境界を越えて広域的に捉えることが望ましい文化財の保

存・活用においては，関係市町村の連携の促進や総合的な取組の推進等につ

いて，都道府県に期待される役割は大きい。 
このような状況を踏まえ，都道府県は，国が策定する指針等を踏まえて域

内の文化財の総合的な保存・活用に係る大綱的な方針・計画（以下，「大綱」

という。）を策定することができることとし，後述の地域計画の策定において

も都道府県の大綱を踏まえることが有効である。 
都道府県の大綱には，都道府県としての域内に所在する文化財の総合的な

保存・活用に関する取組の方針や保存・活用のための必要な措置，域内の広

域的な地区ごとの取組，災害発生時の対応，域内の市町村による地域計画策

定への支援方針（地域計画未策定市町村に対する支援等を含む），都道府県の

関係部局との連携などを盛り込むことが考えられる。また，大綱策定におい

ては，文化財保護法に規定されている地方文化財保護審議会への意見聴取が

必要と考えられる。 
なお，都道府県は大綱を策定した場合，国や関係市町村に送付するなど，

広く関係者に共有することが適当である。 
また，市町村による文化財の総合的な把握（後述）に関しては，域内全体

として文化財の把握が着実に進むよう，都道府県が，市町村の取組状況を適

切にフォローすることが期待される。例えば，市町村による総合把握の調査

結果について情報集約し整理するとともに，総合把握が進まない市町村につ

いて都道府県による更なる支援の実施を検討することなどが考えられる。 
 

ウ．市町村による文化財の総合的な保存・活用に係る計画の策定 

市町村は，国が示す指針等に基づき，都道府県が大綱を策定している場合

には大綱を踏まえつつ，単独で又は他の市町村と共同して，地域の文化財に

関するマスタープランとして，域内の文化財の総合的な保存・活用に係る計
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画（以下，「地域計画」という。）を策定することができることとする。その

際，地域に所在する文化財（未指定のものを含む。）について，地域住民や研

究者，博物館等の協力も広く得ながら総合的に調査し把握するものとする。 

 

（ア）地域計画への記載事項 

地域計画の記載事項としては，域内に所在する文化財の把握のための調

査の結果と把握した文化財の現状・特性・課題，地域の歴史や文化等の特徴

等を整理した上で，当該市町村における計画の位置付け（当該市町村の総合

計画など他の行政計画との関係性）や計画期間，文化財を核として地域が取

り組むべき方向性，文化財を総合的に保存・活用するための基本的な方針や

保存・活用のために必要な措置（調査の実施や防災・防犯対策，目録やデー

タベース等の管理，現状変更の制限等の保護措置や諸手続，文化財の修理・

整備等，所有者への支援，学校教育・社会教育との連携，普及啓発，地域振

興等への活用方策など），教育・景観まちづくり・地域振興・観光・地域防

災など文化財と関連の深い分野との連携，災害発生時の対応方針，計画の推

進体制や人材育成，博物館等との連携などが考えられる。 

また，地域の実情に応じ，歴史文化基本構想において選択的記載事項とし

ている関連文化財群や区域の設定など4，文化財を一体的に捉えて保存・活

用していく方策について，地域の歴史文化の特徴を踏まえて記載すること

が有効である。 

なお，計画に記載すべき事項は引き続き整理した上で，国の指針等におい

て示すことが適当である。 

 

（イ）市町村内に所在する文化財の把握及び対象となる文化財 

地域計画の策定は，域内の文化財の総合的な把握を通じて見えてきた課

題等を踏まえて行うことが重要である。 

その際，美術工芸品など所在地の変更が生じ得る文化財については，基本

的には所在する市町村における計画の対象となる。無形文化財や天然記念

物のように地域が必ずしも指定されていない文化財も，当該文化財との関

連の深い地域において，それぞれの特性や実情によって計画に積極的に位

                                                   
4 関連文化財群とは，有形・無形，指定・未指定にかかわらず様々な文化財を歴史的・地域的関

連性に基づき一定のまとまりとして捉えたものである。また，歴史文化基本構想では，文化財

が特定地域に集中している場合に，文化財と一体となって価値を形成する周辺環境も含め，当

該文化財（群）を核として文化的な空間を創出するための区域として「歴史文化保存活用区

域」を設定することを選択的記載事項としている。 



7 
 

置付けられることが期待される。また，博物館等が収蔵する文化財も，基本

的には博物館等が所在する市町村における計画の対象となり，当該博物館

等とも円滑に連携して計画が策定されることが望まれる。いずれにしても，

それぞれの状況に応じて効果的・弾力的に取り組むことが重要である。 

なお，計画期間中も域内の文化財の調査を進め，その状況に応じて計画を

更新することも有効である。 

 

（ウ）地域計画の計画期間と定期的な評価・見直し 

地域計画の計画期間は，文化財の保存・活用に係る取組について，例えば

ＰＤＣＡサイクルを機能させることを踏まえれば，おおむね５～10 年程度

など，中長期的なものとすることが適切であると考えられるが，地域の実情

に応じて設定することが望ましい。 

また，計画期間中においても，その内容について，定期的に評価・見直し

を図ることが必要である。なお，計画策定時に計画期間を超えて継続する内

容と定期的な更新を要する内容とを区分するなどの工夫をしておくことが

有効である。 
これらについては，国の指針等の中でも考え方を整理する必要がある。 

 

（エ）地域計画の策定手続 

地域計画の検討過程そのものを文化財を生かした地域づくりの契機と捉

え，地域計画の策定時から関係者が方向性や課題を共有し，一体となって取

り組むことが必要である。 

このため，市町村は，計画の策定・変更に関する協議や計画実施に係る連

絡調整を行うための協議会を組織することが適当である。協議会には，当該

市町村の関係部局，都道府県，博物館，文化財所有者，地域住民，ＮＰＯ等

の団体，商工会，観光関係団体，学識経験者などの関係者が構成員となるこ

とが想定される。その際市町村の関係部局としては，文化財担当のみならず，

教育や景観まちづくり，地域振興の担当なども参加することが適当である。 

また，計画に個別の文化財に係る具体的な措置を盛り込む場合には当該

文化財の所有者や保存会等との調整が必要であるほか，地域住民の声も適

切に反映することが望ましい。 

加えて，専門的・技術的な判断等を担保するため，地方文化財保護審議会

の関与が必須である。地方文化財保護審議会は，条例に基づいて文化財の保

存・活用に関する重要事項について調査審議する役割を有しており，計画の
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策定・変更に際しては，地方文化財保護審議会へ諮問し意見聴取することと

することが適当である。 

 

（オ）総合的に把握された文化財の価値付け 

市町村により総合的に把握された文化財については，国・都道府県・市町

村がそれぞれの役割に応じて適切に価値付けし，その保存・活用を図ること

が必要である。把握した文化財のうち重要なものを国指定や条例に基づき

地方指定するほか，指定文化財以外の文化財については，その全部又は一部

を登録文化財5とすることが考えられる。 

なお，現時点で明確な価値付けが困難な場合も，把握された文化財が地域

の大切な宝として認識され，社会の中で生かされながら継承されていくよ

う，市町村において条例等で保全のための措置を講じるなど，地域の実情に

応じて取り組んでいくことが重要である。 

 

（カ）国による地域計画の認定等 

市町村は，都道府県を経由して国に地域計画の認定を申請することがで

き，国は一定の要件を満たす計画を認定するという仕組みを設けることが

適当である。この認定の要件としては，計画の実施が地域における文化財の

総合的な保存・活用に寄与することや，当該計画が円滑かつ確実に実施され

るものであることなどが考えられ，国の指針等や都道府県の大綱にも沿っ

た内容となっているかを確認して認定することが適当である。 

また，計画に基づく取組の実施状況に関して国が報告を求めることがで

きるようにするとともに，計画期間中に要件に適合しなくなった場合は認

定の取消しもできることとするなど，国が適切にフォローする仕組みとす

ることが適当である。 

 

（キ）地域計画が認定された場合の制度上の効果 

地域計画が認定された場合，当該計画に基づき着実かつ円滑に取組が推

進されるよう，計画が認定された場合の制度上の効果として，以下の二つの

措置が考えられる。 

 

ａ．国に対する登録の提案 

                                                   
5 国の登録文化財の類型には，登録有形文化財，登録有形民俗文化財，登録記念物の三つがある

が，ここでは全てをまとめて「登録文化財」と表記する。 
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登録文化財の制度は，届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護

措置で指定制度を補完する位置付けであるが，元々は社会的評価を受ける

間もなく消滅の危機にさらされている多種多様の文化財を後世に幅広く

継承するために制度化されたものである。今回の制度見直しでも，地域計

画において総合把握された文化財の保存・活用のための措置が必要な場合，

従来登録件数の特に多い建造物以外の分野も含め，登録文化財制度のより

一層の活用が有効と考えられる。 

このため，計画を認定された市町村は，当該計画に記載された未指定文

化財のうち，地方指定を行うものを除き，国に対し，登録文化財とすべき

旨を提案できることとする。 

なお，現行制度上，国の登録時にはあらかじめ関係地方公共団体の意見

聴取が必要6であるが，提案を受けて登録する物件にはこれを不要とし，円

滑な事務の推進が図られることが望まれる。また，提案した市町村は，国

による登録後も，市町村指定の検討を含め，当該文化財の保存・活用に積

極的に関与していくことが重要である。 

 

ｂ．必要な事務体制のある一般市・町村による手挙げ式の事務の実施の特例

（国指定等文化財関係） 

国の認定を受けた地域計画の実施に当たっては，当該市町村が主体的に

取組を進めやすい環境の整備が望まれることから，国の権限に属す事務の

一部を地方で実施できることとすることが考えられる。その一方で，文化

財に係る事務は専門的・技術的判断を伴うものであり，市町村における専

門性を持った人材の不足等の課題もある。このため，事務の適切な執行や

必要な体制の確保，市町村の意向などを踏まえた仕組みとする必要がある。 
 

（ａ）特例の内容 

現在，国指定文化財に係る文化庁長官の権限の一部（後述の「参考」

を参照）が，事務の性質に応じて地方公共団体に移譲されている。市へ

の移譲については，指定都市・中核市までの移譲や全ての市までの移譲

などと事務の性質に応じて分かれているが，町村には移譲されていない。

このような仕組みは，地方公共団体の事務体制に配慮したものであるが，

大規模な市町村でなくても，文化財保護に手厚く取り組んでいる地域も

ある。このため，地域計画を認定された市町村における事務体制が整備

                                                   
6 登録文化財の登録に当たって，文部科学大臣は，あらかじめ関係地方公共団体の意見を聴くも

のとされている（文化財保護法第 57 条第 2 項（第 90 条第 2 項及び第 132 条第 2 項で準用）。

これは，地方公共団体による指定・登録の有無等を確認し，重複を避ける趣旨等によるものであ

る。 
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されていることを条件に，現在は権限の移譲先となっていない市町村も，

当該市町村の意思により，計画期間中，当該事務を実施することができ

ることとするのが適当である（手挙げ式の事務の実施の特例）。 
 

（ｂ）特例を設ける事務の範囲 

文化財に係る専門的・技術的判断の必要性を踏まえ，特例を設ける事

務の範囲は，現在も「市」ないしは「中核市」まで権限移譲されている

以下の事項とする。よって特例の創設により新たに事務の実施が可能と

なるのは，「一般市」ないしは「町村」となる。 
特例により一般市・町村で実施される事務については，既に権限移譲

されている事務と同様に国の基準等に基づいて運用されることとし，判

断に迷う場合の事前相談の徹底など，国や都道府県との緊密な連携が必

要である。また，この特例を適用する要件については，計画の申請の時

点で当該計画に専門的職員の確保及び研修受講等に関する記載を求める

ことなどが考えられ，国の指針等の中でそのことを明記しておくことが

必要である。なお，当該措置は認定計画期間内に限るものであり，認定

取消しがあった場合は特例的な取扱いもなくなることとなる。 
 

（参考：現在，市に権限移譲されている主な事務） 

○現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可・その取消し・行為の

停止命令（重大な現状変更又は保存に影響を及ぼす行為を除く。） 

・重要文化財建造物と一体のものとして当該重要文化財に指定され

た土地その他の物件（建造物を除く。）の現状変更等（中核市まで） 

・金属・石又は土で作られた重要文化財の型取り（中核市まで） 

・史跡名勝天然記念物の現状変更等のうち重大でないものであって

行為の内容が定型的であるもの（具体的な内容は文化財保護法施

行令において限定列挙）（全ての市まで） 

○重要文化財の所有者以外の者による公開の許可（中核市まで） 

 

エ．民間の推進主体となる団体の位置付け 

文化財については，これまでも，所有者や所有者を支える地域住民・文化

財保存会など，多様な主体により継承が行われてきた。地域計画の実現に向

けても，行政だけで完結するのではなく，各地域で活動する多様な民間団体

が共に計画の推進主体となり，地域が一体となって取り組んでいくことが大

変有効である。このため，地域の文化財の調査研究，保存・活用などに係る

民間の活動を積極的に位置付けた上で，民間と公共が，地域の目標や大きな

ビジョンを共有し，相互に補完しながら協働して取り組めるよう，市町村が，
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計画の趣旨に沿って活動する団体とパートナーシップを結ぶことができる

仕組みを設けることが適切である。 
 

（ア）基本的な枠組み 

団体は，地域計画の策定主体である市町村が指定するものとし，当該計画

において，団体の指定の方針などを明らかにし，自らの活動方針が合致する

と考えた団体が市町村に指定を求める。市町村は，団体の事業実績や今後の

事業計画等を確認して，計画期間中の中長期にわたって連携が可能かどう

か等を判断して団体を指定する。この際，一つの市町村が，複数の団体指定

を行うことも可能である。 
ここでいう団体とは，ＮＰＯ法人，一般社団・財団，公益社団・財団，大

学，文化財の保存及び活用の推進を図る活動を行う会社などの法人や，文化

財に関する保存会・ネットワーク組織等が想定される。 
 

（イ）団体の業務内容と市町村への業務報告等 

団体の業務内容は，地域計画に記載された文化財の保存・活用のための措

置に合致する業務であり，その内容は地域の計画に応じて異なるものであ

るが，所有者等からの文化財管理・修理等の相談，地域の文化財の総合的な

保存・活用に関する事業の実施や事業への参加，自ら文化財を取得した上で

の管理，調査研究の実施などが想定される。 
また，文化財の保存に懸念が生じることのないよう，団体の指定主体であ

る市町村が業務の報告聴取や改善などの指導，指定の取消しなどができる

仕組みとすることが必要である。さらに，国や都道府県も団体への情報提供

や指導助言ができることとすることが有効である。 

 

（ウ）団体との連携の枠組み 

団体との円滑な連携のため，市町村の判断により，前述の協議会の構成員

に当該団体を加えることがあり得る。また，団体がその活動を進める中で，

散逸の懸念のある史料や経済的な理由などから解体されそうな建造物を発

見した場合などに，市町村に対し，地域計画の枠組みの中に当該物件を文化

財として加えることや必要な措置を講じることについて，具体的な提案が

できるようにすることも考えられる。 

 

オ．景観法等の他法令も活用した面的な保存・活用 

建造物や史跡などのより適切な保存・活用を図る観点から，文化財の周辺

の環境についても当該文化財の必要不可欠な要素として捉え，保全する重要

性が高まっている。 
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文化財周辺の景観等について，景観法に基づき景観計画上でも位置付ける

など，まちづくり行政と並行して文化財の保存・活用が推進されるように整

合を図る必要がある。 

 

カ．地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（歴史まちづくり法）に

おける歴史的風致維持向上計画との連携 

有形・無形の文化財のある地域において，市街地の良好な環境を維持・向

上させる計画としては，歴史的風致維持向上計画がある。文化財のマスター

プランである地域計画と歴史的風致維持向上計画の整合を図り，連動させて

取り組むことにより，大きな効果が期待される。現在でも，歴史的風致維持

向上計画の策定に当たって歴史文化基本構想の策定を推奨しているが，今後

より緊密な連携を呼び掛けていくべきである。国は，両計画の目的や役割を

整理して示すなど，双方の計画の連携が円滑になるよう特に配慮する必要が

ある。 

 

キ．歴史的な建造物の活用促進に向けた建築基準法の適用除外の円滑化 

国宝や重要文化財等は建築基準法が適用除外となっている（建築基準法第

３条第１項第１号及び第２号）が，登録有形文化財等についても，条例で現

状変更の規制及び保存のための措置を講じた場合，特定行政庁が建築審査会

の同意を得て指定したものについては，建築基準法を適用除外できることと

なっており（建築基準法第３条第１項第３号），地域計画や後述の個別の文化

財の保存活用計画によりこの仕組みの運用が円滑に進むよう，国においても

関係省庁間の連携の下，参考となる情報を提供するなどして，地方公共団体

の関係部局間の円滑な連携を推進する必要がある。 

 

２．個々の文化財の計画的な保存・活用と担い手の拡充 

（１）必要性と対応の方向性 

文化財の保護を図る上で，現行制度における文化財の指定・選定・登録の仕

組みと修理等の取組は極めて有効に機能してきたところである。引き続きその

充実を図りつつ，文化財の保存・活用を更に推し進め，次世代へ確実に継承す

るため，「１．総合的な視野に立った地域における文化財の保存・活用の推進強

化」の方向性も踏まえながら，個々の文化財のレベルでも改めて制度的な見直

しについて検討することが必要である。 

これは，地方公共団体において計画的な取組を適切に推進する上で，一つ一

つの文化財のレベルでの保存・活用の取組が重要な要素となるためである。ま
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た，全ての地方公共団体において大綱・地域計画策定の意義があるものの，地

方の文化財行政の体制などの課題等を踏まえ，速やかに策定することが困難な

地域も予想され，そのような地域においても文化財の継承が適切に行われる仕

組みづくりが必要である。 

まず，それぞれの文化財ごとに保存・活用の考え方や保存・活用のために必

要となる事項等を明確にし，所有者等（所有者，管理団体，保持者・保持団体，

保護団体等）の維持・管理・活用・伝承等の自主性や的確性を向上させること

が必要である。このとき，一口に文化財と言ってもその様態は多種多様である

ことから，適切な保存・活用の在り方は，文化財の種類や性質に応じて異なる

ことに留意しなければならない。また，保存状態が良好でないなど，文化財の

現況によっては活用に不向きな場合もある。個々の文化財の特質に応じ，適切

な周期での修理等を含め，保存・活用のために必要となる事項等を整理するこ

とが必要である。 

また，文化財は，人々によって守られ継承されていくことによっても，その

価値が向上するものであるため，過去の修理履歴などが記録され，所有者が変

わってもそれらの記録が引き継がれていくことが望まれる。 

加えて，文化財の保存や活用の担い手を広げるための措置も検討することが

必要である。文化財保護法では，文化財の管理・修理・公開は基本的には所有

者等に委ねられている。担い手の不足や高齢化などにより，今後，維持管理が

不十分となったり，継承が困難な文化財がますます増えたりすることが懸念さ

れるため，所有者等とともに文化財の保存・活用を支える，ノウハウを持った

支援者の層を形成して継承を確実なものとしていくことが必要である。 

 

（２）具体的な方策 

ア．個々の文化財の保存活用計画の作成 

個々の文化財について，保存・活用の考え方を明確化し，その確実な継承

を図るため，現在も国が指定する重要文化財建造物や史跡名勝天然記念物で

作成を推奨している「保存活用計画」の作成を一層促進することが必要であ

る。このため，保存活用計画を制度上明確に位置付け，国による計画の認定

や地方公共団体による計画作成への支援等を明確にした上で，所有者等の主

体的・計画的な取組を推進することが必要である。 

 

（ア）保存活用計画の作成の狙い 

保存活用計画作成による効果としては，保存・活用の考え方や所有者等が

主体的に取り組む範囲が明確となること，文化財の保存・管理の的確性が向
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上し，必要な諸手続などが分かりやすくなること，保存・活用のために必要

な事項等が所有者等のみならず地域・行政にとっても目に見える形となり，

支援強化が期待できることなどが考えられる。 

 

（イ）計画作成主体等 

保存活用計画の作成主体は，有形の文化財については所有者及び管理団

体7，無形の文化財については保持者・保持団体や保護団体・地方公共団体

を想定しており，別添で類型別に整理している。 

保存活用計画には専門的・技術的な内容が含まれ，所有者だけでは作成が

困難な場合も想定される。このため，計画を円滑に作成することができるよ

う，国は，指針等を策定して基本的な考え方を示すとともに，個々の計画の

作成への指導・助言に当たることが必要である。国に加え，地方公共団体に

よる支援も重要である。先行して実施されている重要文化財建造物等の保

存活用計画の場合においても，その作成の際に所有者の意向を踏まえて地

方公共団体が作成事務を強力に支援していることを踏まえ，制度化後も同

様に，文化財が所在する地方公共団体が，個々の計画の作成等を支援するこ

とが必要である。加えて，計画作成においては，必要に応じそれぞれの文化

財分野の有識者とも連携することが重要である 。 

これらに併せて，後述のとおり，管理責任者が所有者に対し保存活用計画

の作成・変更の提案ができることとすることが適当である。 

 

（ウ）保存活用計画の内容と国の認定等 

保存活用計画の記載事項としては，文化財の現状（所在地・所有者等・保

存状況や伝承者育成の状況等），保存管理上の留意事項や修理・活用の方針，

保存継承の方針などが考えられ，文化財類型ごとの特性を踏まえて整理す

ることが必要である。 

また，計画の内容については，国がその適切性を確認し，認定する仕組み

を設けることが適当である。 

                                                   
7 管理団体は，所有者がないか若しくは判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管

理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合に文化庁長官が適当な地方公

共団体その他の法人を指定して，当該文化財の保存のため必要な措置を行わせる仕組みである。

なお，史跡名勝天然記念物に関しては，所有者が多数にわたる広範囲の指定がありうることな

どから，重要文化財とは異なり管理団体による管理を原則としており，保存活用計画について

も，所有者として又は管理団体として，地方公共団体が作成主体となることが多いと想定され

る。 
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なお，都道府県の大綱や地域計画が策定されている場合は，保存活用計画

の作成に当たってこれらを参考とすることが適当であり，それぞれの状況に

応じて，地方公共団体と文化財所有者等とが適切に連携することが重要であ

る。 

 

（エ）対象とする文化財類型 

国が指定等を行う重要文化財（建造物及び美術工芸品），重要有形・無形

民俗文化財，重要無形文化財，史跡名勝天然記念物及び登録文化財を対象と

する。 

なお，地方公共団体が指定する文化財については，それぞれの実情に応じ

て取り組むことが有効と考えられる。 

 

（オ）認定計画に基づく取組に関する法制上の措置 

文化財保護法では有形の文化財について，特定の行為への制限を設け，当

該行為については個別に許可・届出を要することとしている。文化財の修

理・整備時や文化財の普及啓発を行う際に，このような各種制限との関係が

生じ得るため，保存活用計画に記載される事項の中には各種手続を要する

ものが含まれる場合が多く想定される。 

計画の認定プロセスにおいて国はその内容の適切性を確認することとな

るため，計画の中で，今後の保存・活用の方針の記載にとどまらず，予定さ

れる行為について，具体的に，行為の内容や区域・区分等が特定されて記載

されている場合，当該行為については，計画認定後に個別に要することとし

ている諸手続を弾力化することが適当である。 

具体的な弾力化の内容は，文化財類型によって許可や届出を要する事項

が異なるため，類型別に整理している（別添１参照）。 

 

（カ）文化財類型を横断する共通的な留意点等 

文化財類型を横断する共通的な留意点として，まず，保存活用計画を作成

する単位が挙げられる。文化財指定１件当たり１計画とすることが基本で

あるが，同一の所有者が複数の文化財を所有している場合は，必ずしも１件

当たり１計画とせず複数の文化財を一つの計画にまとめることも可能とす

るとともに，重複指定された文化財8の場合は，全体としての整合を図るた

め一つの計画として整理することが考えられる。 

                                                   
8 同一又は近接の文化財が複数の文化財類型に指定されている場合。例えば，史跡指定された敷

地に建つ建造物が重要文化財に指定されている場合や，重要文化財指定された建造物内の障壁

画が重要文化財（美術工芸品）に指定されている場合等が考えられる。 
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また，所有者が変更した場合の計画の承継については，所有者変更に伴い

管理環境の変動や保存・活用の方針の変更等も予想され，新所有者は保存活

用計画をそのまま承継するか見直しをするかといった点も含めて検討する

必要がある。 

なお，長期的・継続的な取組のためには，できる限り，計画を承継しやす

いような仕組みとすることが有効である。 

加えて，長期にわたる公開・活用が保存活用計画上で明確となっているも

のは，個人所有の文化財であっても，公共の財産としての性質を強く併せ持

つこととなる。そのような計画的取組が相続後も承継されるよう，計画期間

中の相続税について配慮するなど，制度設計と併せて検討すべきである。 

 

（キ）類型別の保存活用計画に関する方向性 

保存活用計画の作成主体や計画期間の考え方，計画記載事項，国の認定の

必要性・計画認定による制度上の効果について，類型別に整理を行った（別

添）。 

登録文化財については，基本的には指定文化財の考え方と同様としつつ，

指定制度と異なり許可事項はないことから，届出事項等について弾力化を

図る。 

また，無形の文化財については，有形の文化財と異なる点も多く，計画の

名称や作成の考え方などについて，その特性に配慮する必要がある。 

加えて，今後，国においては，認定の基準や計画記載事項等について引き

続き詳細を検討し，指針等の中でも分かりやすく考え方を示すことが求め

られる。 

 

（ク）重要伝統的建造物群保存地区，重要文化的景観 

重要伝統的建造物群保存地区及び重要文化的景観については，市町村が

条例等において区域等を設定し，国に選定の申出を行い，国が重要なものを

選定する仕組みである。国に選定の申出を行う際には保存計画が必要であ

り，どのような取組を計画的に行うかを確認する仕組みは既に制度化され

ている。今回他の文化財類型で制度化する仕組みとは異なるものの，実質的

には同等の機能を果たしている。 

このため，引き続き，現在の制度を存続させることが適当である。ただし，

計画の名称については，現行制度では「保存計画」とされているが，実際は

保存と活用を一体的に捉え，バランス良く記載されている例が多いことか
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ら，他の文化財類型における計画の名称と同様に「保存活用計画」とするこ

とが適当と考えられる。 

 

イ．所有者と共に文化財の保存・活用を担う主体の位置付け 

文化財は，その日常的な管理の負担が大きく，所有者等の不断の努力によ

り維持されているものの，資金や人員の側面から十分な管理が難しい場合や，

公開など活用には手が回らないという場合もある。個人が所有する不動産の

文化財など，所有者だけでは維持管理しきれなくなるなどして地域で眠って

いる文化財について，価値を再発見し，その魅力発信や支援者の形成などに

取り組むことが有効である。 

文化財はその保存と活用に専門的な知見を必要とするものであり，所有者

が全ての責務を担う形式だけでなく，外部の専門的な人材との連携を円滑化

して保存・活用のための取組を活性化することもできるような仕組みが必要

である。文化財の所有者からは，建造物を中心に，所有者だけでは不足しが

ちな活用のノウハウを補足したり，所有者が遠隔地にいる場合にも維持管理

や公開活用を任せたりできる人材を求める声が上がっている。また，地方公

共団体からは，所有者だけでは様々な事情により維持が困難となる場合もあ

るが，所有者が民間団体と連携して所有し続けられるような支援体制の検討

をしてほしいとの声が上がっている。 

現行制度においては，所有者が海外に一定期間滞在する場合のように一時

的に文化財の所在地を離れるなど特別の事情がある場合に，その管理の責を，

自己に代わって第三者に委ねる「管理責任者」の仕組みがあり，管理責任者

が選任されている場合は，文化庁長官からの勧告等に対する文化財保護法上

の対応責任は所有者から管理責任者に移ることとなっている。しかしながら，

本制度の活用実績は多いとはいえないのが現状である。これは，管理責任者

が，清掃や保守点検などの日常的な管理を超える部分にどのように携われる

かが不明確であり，管理の責を担う役割の重さと業務範囲との均衡を取るの

が難しいこと，選任対象（自然人に限定）や選任要件が限定的であることな

どが背景と考えられる。 

このため，管理責任者制度について，現行制度のような限定的な場面での

み活用するのではなく，当該文化財の保存や活用に関し所有者を積極的にサ

ポートするという役割を持たせるなど，より使いやすく実効性のある制度と

することが必要である。新たな管理責任者は，所有者の意向に応じて，管理

の責任を負うのみならず，文化財の保存及び活用の全体を通して所有者を支

援することができることとし，対象も自然人に限定しない形とすべきである。 
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また，今回制度化を提案している保存活用計画は，その主要な内容に文化

財の管理が含まれるため，管理責任者が，所有者に対して保存活用計画の作

成や変更について提案ができることとするなど，管理責任者の側からも積極

的に保存活用計画に関われる権能を付与することが適当である。 

 

ウ．国宝・重要文化財（美術工芸品）の適切な公開の在り方9 

材質が脆弱
ぜいじゃく

なものが多い美術工芸品については，平成８年に「国宝・重要

文化財の公開に関する取扱要項」10を策定し，第三者が重要文化財等を公開

する際の国指定文化財の公開日数や移動回数などを指針として示しており，

これに基づき適切な取扱いを行うことが望ましいとしてきた。現行要項にお

いては，毀損の程度が著しく，応急処置を施しても公開のための移動又は公

開によって更に毀損が進行するおそれのあるものについては，抜本的な修理

が行われるまで公開を行わないこと，それ以外のものは，原則，以下のよう

に規定されている。 

① 公開回数は年間２回以内，公開日数は延べ 60 日以内 

② ①に比べて褪色
たいしょく

や材質の劣化の危険性が高いものは延べ 30 日以内 

③ 照度は原則として 150 ルクス以下 

しかし，展示設備等の技術的な進歩や公開ニーズの多様化などに対応する

ため，原則を踏まえつつ，一律の公開日数などを提示するのではなく，様々

な材質，形状などを踏まえた，よりきめ細かな取扱いとすることが望ましい

と考えられる。そのため，これまでの取組により蓄積された経験・知見とと

もに，保存科学に関する研究成果等を総合的に勘案し，より丁寧な説明を含

めた取扱要項への見直しを検討した。 

例えば，保存状態に問題が生じないと考えられるものについて次のような

措置とする。 

・材質が石，土，一部の金属製品11などについては，公開日数の上限を年間

150 日に延長 

・個別対応において専門的な助言を得ながら，次回の公開まで適切な期間

を設ける措置を取った場合については，公開日数の上限を年間 100 日程

度に延長。 

                                                   
9「これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関するワーキンググ

ループ報告」において，国宝・重要文化財（美術工芸品）の適切な公開の在り方を示している。 
10 毀損の程度が著しいものは，抜本的な修理が行われるまで公開をしないこと，その他，原則と

して公開回数は年間２回以内，公開日数は延べ 60 日以内，たい色や材質の劣化の危険性が高い

ものの公開日数は延べ 30 日以内，公開のための移動は原則として年間２回以内とされている。 
11 金属製の彫刻や主に銅製品などの工芸品，考古資料における金属製品を指す。 
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文化財を適切に公開する際には，専門知識を有する学芸員等が，その特性

や状態について十分把握した上で扱うこと，その本質的な価値の維持を大前

提とし，文化財を公開することは文化財に負荷を掛けていることを踏まえ適

切に対応する必要がある。 

 

エ．文化財の公開・活用に係るセンター的機能の整備 

文化財の保存と活用を両立させるために，文化財所有者・管理団体，美術

館・博物館などの関係機関等からの相談を一元的に受ける国の窓口・センタ

ーが不可欠である。特に，学芸員や保存科学等の専門家が全国的に十分に配

置されていない状況においては，文化財の活用に当たり必要不可欠である文

化財の取扱いや保存修理等の知識・技能，文化財の保存科学等について，専

門職員が，一元的に相談できる機能があることが期待される。また，まとま

って観
み

ることのない国宝・重要文化財について，鑑賞機会の少ない地域や海

外での展覧促進，地域の企画に対する助言や共同実施，文化財のアーカイブ

化等を通じて，国内外の人々が我が国の文化財に接する機会を拡大するよう

な役割・機能を果たすことが期待される。 

このため，海外の例も参考に，調査研究及び展示等の企画，保存・修理，

財務，作品履歴管理等に関する専門的な見地から機動的に相談に対応できる

機能の整備について検討する必要がある。 

 

Ⅳ．地方文化財行政の推進力強化 

１．地方公共団体の文化財に係る体制の充実 

地方公共団体において，これまで述べてきたような取組を推進し，地方文化財行

政の一層の進展を図っていくためには，これまで以上に多様な知見や幅広い視野

を持って業務に当たることが求められる。文化財担当職員等の人材確保や資質向

上により，地方公共団体の推進体制の充実を図ることが不可欠である。 

人材確保については，例えば，行政の主体性向上を実効的なものとするため，地

方公共団体の文化財部局への専門的職員の配置を促進することが必要である。ま

た，都道府県教育委員会に置くことができる「文化財保護指導委員」（文化財保護

法第 191 条）については，配置の対象を市町村にも拡大したり，適切な保存・活用

のために，より専門性を重視した選任としたり，一層積極的な役割を担う運用を行

ったりすることなどが考えられる。 

 

２．地方文化財保護行政の所管 



20 
 

現在，地方公共団体における文化財保護に関する事務については教育委員会が

管理・執行することとされている（地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 21

条）。ただし，教育委員会と首長の協議により，教育委員会が所管する事務の一部

を，首長部局に委任若しくは補助執行させることができることとされているため

（地方自治法第 180 条の７），この仕組みを活用して，教育委員会外に文化財担当

部局を設置している地方公共団体もある。文化財を除く文化に関する事務は平成

19 年の制度改正により首長部局に移管が可能となったが，文化財保護に関する事

務についても，地方公共団体の判断により移管ができる仕組みとしてほしいとの

声が地方公共団体から上がっている。 
今後，都道府県や市町村が地域に所在する文化財に関して計画的な取組を進め

ていくなど，地方文化財行政を更に強化していくに当たり，芸術文化分野を含む文

化行政全体としての一体性を確保したり，景観・まちづくり行政，観光行政など他

の行政分野も視野に入れ総合的・一体的な取組を可能としたりすることが重要と

なると考えられる。このため，地方公共団体の選択で首長部局も文化財保護を担当

できるような仕組みとすべきかどうかについて検討を行った。 

文化財保護の所管に関しては，これまでも教育委員会制度全体の見直しの中で

議論があったところであり，平成 25 年 12 月 13 日文化審議会文化財分科会企画調

査会報告「今後の文化財保護行政の在り方について」で整理されたとおり，文化財

保護に関する事務の管理・執行において担保すべき観点（文化財保護に関する事務

に係る専門的・技術的判断の確保等の四つの要請）を十分に勘案することが必要で

ある12。このことを踏まえ，今後とも，文化財保護に関する事務を教育委員会が所

管することを基本とすべきである。 
しかしながら，文化行政全体としての一体性や，景観・まちづくり等に関する事

務との関連性を考慮し，各地方公共団体が文化財保護に関する事務をより一層充

実させるために必要かつ効果的と考える場合は，四つの要請に対応できるよう各

地方公共団体において環境を整備しつつ，条例により，首長部局において文化財保

護に関する事務を執行・管理することを可能とする仕組みとすべきと考えられる。 
これによって，文化財の保存と活用の両面から取組が一層進めやすくなると考

えられるが，活用面の取組が文化財の本質的価値の毀損に至らないよう，文化財保

護に関する事務の執行・管理に当たっては，一段と深く留意することが必要である。

このため，事務を首長部局に移管することとする場合には，四つの要請に対応する

ための環境の整備として，現在は任意で地方公共団体に設置できることとされて

いる地方文化財保護審議会に関して，文化財に関して優れた識見を有する者によ

                                                   
12 平成 25 年 12 月 13 日文化審議会文化財分科会企画調査会報告「今後の文化財保護行政の在り

方について」において「どのような機関が文化財保護に関する事務を管理し，及び執行するこ

ととなるとしても，下記の四つの要請を十分に勘案し，これらをどのように担保するかという

観点から制度設計を行うべき」とされ，四つの要請として，「専門的・技術的判断の確保」「政

治的中立性，継続性・安定性の確保」「開発行為との均衡」「学校教育や社会教育との連携」を

挙げており，これらの要請に対応できるような仕組みを検討することが必要である。 
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り構成されることとし，必ず置くものとすることを制度上も明確にする必要があ

る。 
また，地方文化財保護審議会は文化財保護法第 190 条において，諮問に応じるだ

けでなく，建議（将来の行為に関し自発的に意見を申し出ること）の権限を有する

ことが規定されているが，地方公共団体によって運用にばらつきがあるといった

指摘もあることを踏まえ，地方文化財保護審議会が，当該地方公共団体における文

化財行政の進捗について適切に報告を受けながら，必要な場面で効果的に機能す

るよう運用を強化することが必要である。 
加えて，文化財担当部局への専門的な知見を持つ職員の配置の促進や，配置され

た職員の専門性向上のための研修等の充実，コンプライアンスの徹底，文化財行政

に係る透明性の向上，学校教育・社会教育担当部局との日頃からの緊密な連携・協

力関係の構築等が強く求められ，これらに総合的に取り組むことにより，四つの要

請に適切に対応することが必要である。 
 

Ⅴ．その他推進すべき施策 

１．博物館等の役割強化 

博物館等には，過疎化や生活様式の変化等に伴う文化財散逸の危機を救済した

り，地域の文化財のデータバンクとなったり，地域興しに協力したりといった社会

的な意義・機能がある。また，学芸員等が在籍し，史料の取扱いなどにも知見を有

しており，未指定を含めた文化財を新たに価値付け，そのすばらしさを共有するに

は，地域の博物館等の果たす役割が重要である。 

また，博物館等が文化財の保存と活用が両立するよう専門的な観点から相談，助

言を行いながら，地域の特色を生かした地域振興，観光振興策と連携することも必

要である。 

これらに対応するためには，博物館等の機能の充実が必要であり，学芸員等の人

材確保が不可欠である。また，重要文化財等の材質，形状，保存状態は個々に異な

っており，それぞれの文化財に応じた判断を行う必要があるため，その専門性の向

上が重要である。国，都道府県レベル，博物館等関係団体など，各段階で実施され

ている研修の推進を図る必要がある。 

これに加え，博物館等の役割強化のためには，都道府県立美術館・博物館等に，

調査研究及び展示等の企画等を担当する学芸員のほか，保存・修理に係る専門職員

を配置し，都道府県内の市町村や，様々な施設等からの相談に対応することが必要

である。 

あわせて，地方公共団体において，地域住民や来訪者が当該地域の文化財への理

解を深めるためにも，博物館等の常設展示やガイダンス施設の充実が必要である。 
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２．国際交流や訪日外国人，障害者への対応 

文化財は我が国の歴史や文化等の理解に欠かすことができないものであり，国

際交流においても重要な役割を示す。日本の歴史や伝統に初めて触れる訪日外国

人等も含めて，日本に来訪する多様な方々に文化財の魅力を一層理解してもらえ

るよう，外国人の視点からの文化財の分かりやすい解説の整備や，一人一人の興味

関心等に合わせてきめ細かく対応できる通訳案内士と文化財担当職員・学芸員等

の連携など，様々な手法を工夫し多様な人材と協働して取り組んでいくことが重

要である。 

また，障害者差別解消法の制定に伴い，障害者が文化財にアクセスする上での

「障害」をなくしていくための方策の検討も重要である。 

 

３．文化財の魅力の発信強化や先端技術との連携 

文化財の持つ潜在的な力を一層引き出し，多くの人の参画を得ながら社会全体

で文化財を支えていくためにも，文化財の魅力の発信強化が必要である。 

史跡における復元建物は，史跡の本質的な価値を構成するものではないが，その

価値を広く知ってもらうためのものであり，適切に行われるのであれば，文化財の

積極的な活用に資するものである。例えば史跡に存在する鉄筋コンクリート造天

守の強度の問題や，天守復元の動向など，地方公共団体の実態を含め全国的な動向

を把握した上で，復元建物の在り方について積極的に調査検討することが必要で

ある。 

美術工芸品は，経年劣化等により適切な保存や取扱い及び移動が困難である場

合に，実物に代わり公開・活用を図るため，実物と同じ工程により，現状を忠実に

再現した模写模造品が製作されている。また，調査研究の成果に基づき，製作当初

の姿を復元的に模写模造することも行われている。これらの事業はいずれも，指定

文化財の保存とともに，伝統技術の継承や文化財への理解を深めることを目的と

して実施されている。 

加えて，文化財の高精細なレプリカやバーチャルリアリティー等は，保存状況が

良好でなく鑑賞機会の設定が困難な場合や，永続的な保存のため元あった場所か

らの移動が必要な場合，既に建造物が失われてしまった遺跡などかつての姿を想

像しにくい場合などに活用することで，文化財の理解を深め，脆弱
ぜいじゃく

な文化財の活

用を補完するものである。 

これらの取組は，文化財の活用だけではなく，保存や普及啓発等にも効果がある

ため，本物の文化財の保存・活用と並行して，伝統的な技法・描法・材料等と最新

技術等を生かし，文化財のデジタルアーカイブ，模写模造，高精細レプリカ，バー

チャルリアリティー等を活用できるような取組が必要である。今後，企業や大学等
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とも連携し，先駆的事例の調査，先進的作品を用いた実証，今後の活用の方向性や

全国の美術館・博物館への効果的な取組の普及等を図ることが考えられる。 

また，文化財の保存・活用の担い手として多くの人を巻き込むためにも，文化財

の専門的知識がない人も含めて，文化財の魅力や文化財に関する調査研究の成果

等を分かりやすく伝え，歴史・文化の奥深さを感じてもらえるような取組が必要で

ある。例えば，学校教育の教材や社会福祉施設におけるレクリエーション等におけ

る文化財の活用なども考えられる。このため，文化財の魅力を分かりやすく発信し，

文化財と社会をつなぐことのできる人材の育成が必要である。 

 

Ⅵ．中長期的観点から検討すべき課題 

今回の検討で主なテーマとした，これからの文化財の保存・活用に係る具体的施策

や制度改正については，速やかに必要な措置を講じる必要があるが，これ以外にも多

くの重要な課題があり，引き続き検討を進める必要がある。その中でも，特に以下の

事項については，今回の第一次答申の後，速やかに検討に着手することが望まれる。 

・文化財を守る技術者・技能者や原材料の確保などに係る現行制度の見直しと今後着

手すべき施策の検討 

・文化財修理に関して，職人等の資質を担保する仕組みなど修理事業の質の維持向上

と人材育成に資する施策の検討 

・文化財行政に携わる人材や学芸員等の育成のための施策の見直しや研修機関の在り

方，次世代を担う子供たちへの教育的な取組の推進について 

・文化財保護法第 45 条・128 条の環境保全の規定の適用など文化財の周辺環境を含め

て一体的に保全する仕組みの検討 

・近代の文化財の保存と活用の在り方の検討 

・大規模災害発生時の文化財のレスキュー活動等や災害遺構の在り方について 等 
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 別 添  

個別の文化財の保存活用計画について（イメージ） 

※詳細は今後変更の可能性あり 

 

【重要文化財（建造物）】 

１．作成主体 

 ・所有者・管理団体が作成 

２．計画期間 

 ・おおむね 10 年程度を想定して，個別の文化財ごとに設定 

３．計画記載事項 

 ・文化財の基本情報等 

 ・文化財の保存活用の状況 

・保存管理の方針・計画（保護方針，管理・修理計画など） 

 ・環境保全の方針・計画 

 ・防災の方針・計画 

 ・活用の方針・計画 

 ・文化財保護に係る諸手続 

４．認定計画に基づく取組に関する法制上の措置 

 ・計画において記載された現状変更等の行為について，国が内容を確認して計画を

認定した場合，当該行為の許可手続については，別個に許可申請を要するものと

せず届出に代える 

 ・所有者による修理について国庫補助事業等を除き，個別に事前の届出を求めてい

るが，その内容は保存活用計画上も記載されることが考えられるため，手続上の

整理を改めて検討 

 

 

【重要文化財（美術工芸品）】 

１．作成主体 

 ・所有者・管理団体が作成 

２．計画期間 

 ・おおむね５年程度を想定して，個別の文化財ごとに設定 

３．計画記載事項  

 ・文化財の基本情報 

 ・保存環境（施設及び設備環境） 

 ・日常管理の状況（防災・防犯対策） 
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 ・修理の履歴・計画及び留意事項 

 ・活用の履歴・計画及び留意事項 

 ・文化財保護に係る諸手続 

４．認定計画に基づく取組に関する法制上の措置 

 ・計画において記載された現状変更等の行為について，国が内容を確認して計画を

認定した場合，当該行為の許可手続については，別個に許可申請を要するものと

せず届出に代える 

 ・所有者による修理について国庫補助事業等を除き，個別に事前の届出を求めてい

るが，その内容は保存活用計画上も記載されることが考えられるため，手続上の

整理を改めて検討する 

 

 

【史跡名勝天然記念物】 

１．作成主体 

 ・所有者，管理団体が作成 

※所有者がいない若しくは地域の定めのない国指定等文化財（野生動物等）は計画を作成し

ないことも許容 

２．計画期間の考え方 

 ・おおむね５年程度を想定して，個別の文化財ごとに設定 

３．計画記載事項  

 ・文化財の基本情報 

 ・保存管理活用の状況 

 ・保存管理活用の基本方針 

 ・整備方針 

 ・文化財保護に係る諸手続 

 ・史跡，名勝又は天然記念物の運営の体制 

４．認定計画に基づく取組に関する法制上の措置 

  ・史跡名勝天然記念物については，現状変更等の行為及びその適用区域が計画  

上で特定され，国が内容を確認して計画を認定した場合は，当該行為が行われ

る際に改めて文化庁へ許可申請するのではなく，都道府県又は市町村が許可す

ることができることとする13 

・天然記念物については，上記に加え，動物の一時捕獲や，植物・地質鉱物の採

取などが現状変更に当たるが，当該行為を行う区域，実施主体，期間及び頻度

                                                   
13 この際，計画作成主体が地方公共団体でない場合，新たに許可の事務を行うこととなる地方公

共団体に当該事務の実施につき支障がないかなどについて，事前に意見を聴取することが必要 
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が計画上で特定され，国が内容を確認して計画を認定した場合，別個に許可申

請を要するものとせず届出に代える 

 

 

【重要無形文化財（芸能）】 

１．作成主体 

 ・各個認定保持者，総合認定の保持者の団体が作成 

２．計画期間 

 ・おおむね５年程度を想定して，個別の文化財ごとに設定 

３．計画記載事項  

 ・文化財の基本情報等 

 ・活動の実績 

 ・斯界
し か い

の現状 

 ・保存継承の計画（伝承者養成，研修発表会，資料の収集整理，原材料・用具の確

保，普及教育活動，その他） 

 

 

【重要無形文化財（工芸技術）】 

１．作成主体 

 ・各個認定保持者又は保持団体・地方公共団体（都道府県，市町村）が作成 

２．計画期間 

 ・５年以上を想定して，個別の文化財ごとに設定 

３．計画記載事項 

 ・文化財の基本情報等 

 ・活動の実績 

 ・伝承の状況 

 ・保存継承の計画（伝承者養成，研修成果発表，資料の収集整理，原材料・用具

の確保，普及教育活動，その他） 

 

 

【重要有形民俗文化財】 

１．作成主体 

 ・所有者・管理団体が作成主体だが地方公共団体（都道府県・市町村）の主体的関

与も必要 

２．計画期間 
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 ・おおむね５年程度を想定して，個別の文化財ごとに設定 

３．計画記載事項 

 ・文化財の基本情報等 

 ・所有者の現状 

 ・保存の状況 

 ・保存活用の計画（修理・修復，保存環境の整備・維持，展示・公開・貸出，代替

化（複製品の作成），防災・防犯，教育活用，普及・啓発・発信（伝承教室，講座

の開催等），移管・所有者変更，地域活性化等に供する利活用，その他） 

 

 

【重要無形民俗文化財】 

１．作成主体 

 ・保護団体並びに地方公共団体（都道府県・市町村）が作成 

 ２．計画期間 

 ・おおむね５年程度を想定して，個別の文化財ごとに設定 

３．計画記載事項  

 ・文化財の基本情報 

 ・保護団体の状況 

 ・伝承の状況 

 ・保存継承の計画（人材確保・養成，用具等の修理・新調・代替化，舞台等施設の

維持・修理，防災・防犯・警備，現地公開，現地公開以外の公開機会の確保，普

及・啓発・発信，地域支援・法人化整備等の仕組み作り，教育活用，再調査・再

記録，地域活性化等に供する利活用，その他） 

  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

答申の概要 

 

 

 

 



 
 

 



文化財の確実な継承に向けたこれからの時代にふさわしい保存と活用の在り方について
（第一次答申)

○個々の文化財の指定等の現行制度の一層の推進に加え、地方公共団体が、未指定も含めた
域内の文化財を把握し、地域で協力して総合的にその保存・活用に取り組む制度が必要

○都道府県が策定する大綱的な方針・計画等
都道府県は、国が策定する指針等を踏まえて域内の文化財の総合的な保存・活用に係る

大綱的な方針・計画（以下、「大綱」という。）を策定できる
・ 大綱記載事項

都道府県としての域内に所在する文化財の総合的な保存・活用に関する取組の方針や必要な措置、広域

的な地区ごとの取組、災害発生時の対応、域内の市町村による地域計画策定への支援方針等を記載

・ 都道府県の役割

都道府県は市町村の計画策定の助言や広域連携のほか、未策定の市町村における文化財の保存・活用

に係る取組に対し、積極的な役割を果たす

○市町村が策定する地域計画
市町村は、国が示す指針等に基づき、都道府県が大綱を策定している場合には大綱を踏
まえつつ、単独で又は他の市町村と共同し、地域の文化財に関するマスタープランとして、
域内の文化財の総合的な保存・活用に係る計画(以下、「地域計画」という。)を策定できる
・ 計画記載事項

地域の文化財の総合的な把握の上で、文化財を核として地域が取り組むべき方向性や文化財の保存・

活用のために必要な措置等を記載

・ 策定手続

計画の策定・変更や計画実施に係る連絡調整のため、市町村は都道府県をはじめ関係者で構成される

協議会を組織。協議会は当該市町村の関係部局、都道府県、博物館、文化財所有者、地域住民、ＮＰＯ等

の民間団体、商工会、観光関係団体、学識経験者等で構成

地方文化財保護審議会への意見聴取を必須とし、必要な場合は文化財の所有者等とも調整。地域住民

の声も適切に反映

・ 国による認定等

市町村は、都道府県を経由して国に地域計画の認定を申請でき、国が一定の要件を満たす計画を認定。

認定された場合の制度上の効果として、計画認定された市町村の国に対する文化財の登録の提案、必要な

事務体制のある一般市・町村による手挙げ式の事務の実施の特例の２点につき措置

・ 民間の推進主体となる団体

市町村が、地域計画の趣旨に沿って活動する団体を指定できる

検討の背景及び文化財の保存と活用に関する基本的な考え方

○我が国においては、文化財保護法により有形・無形の文化財について体系的な施策が講じ
られ、所有者等の尽力により文化財保護の成果が上げられてきた

○一方で社会状況は急激に変化し、過疎化・少子高齢化の進行により豊かな伝統や文化が消
滅の危機。これまで価値付けが明確でなかった未指定文化財も対象に含めた取組の充実や
文化財継承の担い手を確保し社会全体で支える体制づくりが急務

⇓
今後、多くの人が参画し、社会状況の変容に伴い危機に瀕した文化財について、
地域の文化や経済の振興の核として未来へ継承する方策を模索することが必要

これからの時代にふさわしい文化財の継承のための方策

１．総合的な視野に立った地域における文化財の保存・活用の推進強化

（地域における文化財の総合的な保存・活用に係る計画の策定等）



○文化財ごとに保存・活用の考え方や保存・活用のために必要な事項等を明確にし、所有
者等の文化財の維持・管理・活用・伝承等の自主性・的確性向上が必要。このため現在
も国指定重要文化財建造物等で作成を推奨している、個々の文化財の「保存活用計画」
を制度上に位置付け
・計画の記載事項：文化財の現状（所在地・所有者・保存状況等）、保存管理上の留意事項や修理・活用の
方針、保護継承の方針等（詳細は文化財類型ごとの特性を踏まえ整理）
・国の認定等：計画の内容を国が確認し、認定するとともに、認定計画の中に記載された保存・活用の具体
的な行為については、計画認定後に要する諸手続を弾力化

○文化財は日常的な管理の負担が大きく、所有者だけでは十分な管理や公開など活用が難
しい場合もあり、現行の管理責任者制度について、使いやすく実効性のある制度とする
ことが必要。
・管理責任者について、管理の責任のみならず文化財の保存及び活用全体として所有者を支援できること
とし、所有者に対し保存活用計画の作成・変更を提案できる権能を付与

○国宝・重要文化財（美術工芸品）の公開に関する取扱要項について、技術の進歩や公開
ニーズに対応するため、材質等によって公開日数の上限を延長
・第三者が重要文化財等を公開する際、年間の公開日数は延べ60日以内等の一律の基準であったところ、
石、土、金属等（金属は一部製品に限る）で作られたものは、公開日数の上限を150日に延長等

○文化財の保存と活用を両立させるため、活用に当たり必要不可欠な文化財の取扱いや保
存修理等の知識・技能等に関して文化財所有者・管理団体、美術館・博物館等の関係機
関等からの相談を一元的に受ける国の窓口・センター的機能の整備を検討

２．個々の文化財の計画的な保存・活用と担い手の拡充

＜その他推進すべき施策＞
・博物館等の役割強化、国際交流や訪日外国人、障害者への対応、文化財の魅力の発信強化や先端技術と
の連携（復元建物の在り方についての積極的な調査検討、文化財アーカイブや模写模造、高精細レプリカ、
バーチャルリアリティー等に係る効果的な取組の普及等）

＜中長期的観点から検討すべき課題＞
第一次答申の後、速やかに検討に着手すべき事項
・文化財を守る技術・技能やそれを担う職人・原材料の確保、修理事業の質の維持向上と人材育成、文化財行
政に携わる人材や学芸員等の育成のための施策 等

（地方公共団体の文化財に係る体制の充実）
○文化財担当職員等の人材確保や資質向上のため、「文化財保護指導委員」の配置を都道府
県だけでなく市町村にも拡大したり、専門性を重視した選任としたりすること等が必要

（地方文化財保護行政の所管）
○地方における文化財保護の所管は教育委員会となっているが、地方の判断で首長部局に移
管できる仕組みを要望する声が上がっている。文化行政全体としての一体性や景観・まち
づくり等に関する事務との関連性を考慮し、文化財保護に関する事務を一層充実させるた
めに必要かつ効果的な場合は、平成25年の文化審議会文化財分科会企画調査会報告で示
された四つの要請（「専門的・技術的判断の確保」「政治的中立性，継続性・安定性の確
保」「開発行為との均衡」「学校教育や社会教育との連携」）に対応できるよう環境を整
備しつつ、条例により、首長部局での事務の執行・管理も可能とすべき

○四つの要請へ対応するための環境整備として、移管する場合は必ず地方文化財保護審議会
を設置することを制度上明確化。また、同審議会の機能強化も必要。加えて、専門的職員
の配置促進や学校教育・社会教育との連携等により四つの要請への適切な対応が必要

地方文化財行政の推進力強化
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文化審議会文化財分科会企画調査会の設置について 

 

 

平 成 ２ ９ 年 ５ 月 １ ９ 日 

文化審議会文化財分科会決定 

 

 

１．設置の趣旨 

 文化審議会文化財分科会運営規則第２条第２項の規定に基づき，文化財分科会に文

化財の保存及び活用に関する総合的な政策の企画に係る重要事項に関して調査を行

う企画調査会を設置する。 

 

 

２．調査事項 

（1）これからの時代にふさわしい文化財の保存と活用の方策 

（2）文化財の持つ潜在力を一層引き出すための文化財行政の新たな展開 

（3）文化財を確実に継承するための環境整備 

（4）その他 

 

 

３．企画調査会の構成 

 分科会長及び分科会長が指名する文化財分科会委員及び専門委員により構成する。 
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文化財分科会企画調査会委員 

（50 音順・敬称略） 
・アレックス・カー 東洋文化研究者 
          チイオリ有限会社代表取締役 
 
・岩﨑 奈緒子   京都大学総合博物館長 
 
・亀井 伸雄    独立行政法人国立文化財機構 東京文化財研究所長 
 
・鬼頭 秀明    中京大学非常勤講師 
 
・金野 幸雄    一般社団法人ノオト代表理事 
 
・齊藤 裕嗣    國學院大學大学院兼任講師 
 
・高橋 俊宏  雑誌『Discover Japan』編集長 
 
・田辺 昌子  千葉市美術館副館長兼学芸課長 
 
・中川 理   京都工芸繊維大学教授 
 

・西村 幸夫  東京大学大学院教授 
日本イコモス国内委員会委員長 

 
・原 眞麻子  東京都教育庁地域教育支援部管理課課長代理 
 
・原田 一敏    ふくやま美術館長 
 
・半田 昌之    日本博物館協会専務理事 
 
・藤井 恵介  東京大学大学院教授 

建築史学会会長 
 
・藤田 伊織     一般社団法人公共建築協会業務執行理事,副会長兼専務理事 
 
○矢ケ崎 紀子   東洋大学准教授 

日本貨物鉄道株式会社取締役 
東武鉄道株式会社取締役 

           
◎山本 健慈    国立大学協会専務理事 

元和歌山大学学長 
 
・湯浅 真奈美    ブリティッシュ・カウンシル アーツ部長 
 
オブザーバー 
・村上 裕道     文化庁地域文化創生本部研究官 

兵庫県教育委員会参与 
（◎は会長，○は会長代理）
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文化審議会文化財分科会企画調査会における 

これまでの審議の経緯 

 

○企画調査会の設置：平成２９年５月１９日（金） 

 

 

○第１回 

 日 時：平成２９年６月１日（木）１３：００～１５：００ 

 場 所：中央合同庁舎４号館１２０８特別会議室 

 議 題：（１）調査会長の選任等 

（２）これからの時代にふさわしい文化財の保存と活用の在り方について 

（３）これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関

するワーキンググループの設置について 

（４）その他 

 

○第２回 

 日 時：平成２９年６月２１日（水）１０：００～１２：００ 

 場 所：東海大学校友会館朝日の間 

 議 題：（１）文化財所有者等からのヒアリング 

（全国国宝重要文化財所有者連盟，全国重文民家の集い，全国史跡整備市

町村協議会） 

（２）意見交換 

 

○第３回 

 日 時：平成２９年６月３０日（金）１４：００～１６：００ 

 場 所：中央合同庁舎７号館西館１３階第１特別会議室 

 議 題：（１）地方公共団体・民間事業者等からのヒアリング 

（全国伝統的建造物群保存地区協議会，尾道市，飛島建設株式会社，小西

美術工藝社） 

（２）意見交換 

 

○第４回 

 日 時：平成２９年７月１０日（月）１０：００～１２：００ 

 場 所：中央合同庁舎７号館東館３階１特別会議室 

 議 題：（１）文化財の一体的活用と地域振興について 

（２）意見交換 
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○第５回 

 日 時：平成２９年７月２５日（火）１４：００～１６：００ 

 場 所：中央合同庁舎７号館東館３階２特別会議室 

 議 題：（１）これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関

するワーキンググループの論点整理骨子（案）について 

（２）これまでの議論を踏まえた制度見直しの方向性について 

 

○第６回 

 日 時：平成２９年８月２日（水）１４：００～１６：００ 

 場 所：中央合同庁舎７号館西館１２階第２特別会議室 

 議 題：（１）これまでの議論を踏まえた制度見直しの方向性について 

（２）その他 

 

○第７回 

 日 時：平成２９年８月２３日（水）１４：００～１６：００ 

 場 所：中央合同庁舎７号館西館１２階第２特別会議室 

 議 題：（１）中間まとめ（案）について 

（２）その他 

 

○中間まとめの公表：平成２９年８月３１日（金） 

 

○第８回 

 日 時：平成２９年９月１４日（木）１３：００～１５：３０ 

 場 所：中央合同庁舎７号館東館３階２特別会議室 

 議 題：（１）文化芸術推進基本計画について 

（２）地方公共団体のヒアリング（中間まとめへの意見） 

（太宰府市，萩市，鳥取県） 

（３）その他 

 

○第９回 

 日 時：平成２９年９月２１日（木）１０：００～１２：３０ 

 場 所：中央合同庁舎７号館東館３階１特別会議室 

 議 題：（１）関係団体のヒアリング（中間まとめへの意見） 

（日本イコモス国内委員会，日本建築士会連合会） 

（２）文化芸術推進基本計画について 

（３）その他 
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○第１０回 

 日 時：平成２９年１０月３日（火）１５：００～１７：３０ 

 場 所：中央合同庁舎７号館東館３階１特別会議室 

 議 題：（１）中間まとめの詳細な検討 

・地域における文化財の総合的な保存及び活用に関する基本計画 

・地方公共団体における文化財保護事務の所管 

（２）その他 

 

○第１１回 

 日 時：平成２９年１０月１０日（火）１０：００～１２：３０ 

 場 所：中央合同庁舎７号館東館３階１特別会議室 

 議 題：（１）中間まとめへの意見 

（２）中間まとめの詳細な検討 

・地方公共団体における文化財保護事務の所管 

・民とのパートナーシップ 

（３）その他 

 

○第１２回 

 日 時：平成２９年１０月２４日（火）１５：００～１７：３０ 

 場 所：中央合同庁舎７号館東館３階１特別会議室 

 議 題：（１）中間まとめの詳細な検討 

・中央教育審議会における文化財保護の所管に係る議論について 

・基本計画策定時の都道府県の役割 

・個々の文化財の保存活用計画 

（２）その他 

 

○第１３回 

 日 時：平成２９年１１月７日（火）１５：３０～１８：００ 

 場 所：中央合同庁舎７号館東館３階１特別会議室 

 議 題：（１）中央教育審議会における文化財保護の所管に係る議論について 

（２）とりまとめに向けた検討 

（３）その他 

 

○第１４回 

 日 時：平成２９年１１月 14 日（火）１５：００～１７：３０ 

 場 所：中央合同庁舎７号館西館１２階共用第２特別会議室 

 議 題：（１）これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関

するワーキンググループの検討状況について 

（２）とりまとめに向けた検討 

（３）その他 
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平成２９年６月１日 
文化審議会文化財分科会 
企 画 調 査 会 決 定 

 
これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関する 

ワーキンググループ設置について 
 
１ 設置 

国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方に等に関し，専門的な

観点から十分な審議を行うため，文化審議会文化財分科会企画調査会（以下「企画

調査会」という。）の下に，これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存

と活用の在り方等に関するワーキンググループ（以下「ワーキンググループ」とい

う。）を設置する。 
 
２ 検討事項  
ワーキンググループでは主に次に掲げる事項を検討する 
（１）国宝・重要文化財（美術工芸品）等の公開の在り方等について 

（２）専門的人材等の育成・確保の在り方について 

（３）文化財の持つ潜在力を一層引き出すための美術館・博物館等の機能強化と

基盤整備について 

（４）その他，これからの文化財の保存と活用の多様な方策などについて 
 

３ 組織 
（１）ワーキンググループの委員は企画調査会の会長が指名する。 
（２）ワーキンググループに座長を置き，ワーキンググループに属する委員の互

選により選任する。 
（３）ワーキンググループにおいて，意見を聴くべき者を指名することができる。 
（４）そのほか，ワーキンググループの運営に関し，必要な事項は，企画調査会

が決める。 
 
４ 設置期間 

ワーキンググループは，２の検討事項に関する審議が終了したときに廃止する。 
 
５ 議事の公開 

（１）ワーキンググループの議事は原則公開とし，議事録を作成し，これを公開

するものとする。 
（２）ワーキンググループにおいて検討状況，及び結果を取りまとめた時は，企

画調査会に報告するものとする。 
 

６ その他 
ワーキンググループの庶務は，文化庁文化財部美術学芸課が処理する。
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文化審議会文化財分科会企画調査会 

これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関する 

ワーキンググループ委員名簿 

 
（50 音順・敬称略） 

◎座長，○副座長 

 

 

・浅見龍介  東京国立博物館学芸企画部企画課長 

 

 

○太下義之  三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 

       芸術・文化政策センター 主席研究員／センター長 

 

・岡部幹彦  江川文庫理事 

 

 

・神居文彰  平等院住職  

 

 

・佐々木秀彦 東京都歴史文化財団事務局企画担当課長 

 

 

・佐野千絵  東京文化財研究所保存科学研究センター長 

 

 

・田辺昌子  千葉市美術館副館長兼学芸課長 

 

 

・野口  剛  根津美術館学芸課長 

 

 

◎半田昌之  日本博物館協会専務理事 

 

 

・安村敏信  板橋区立美術館元館長 
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文化審議会文化財分科会企画調査会 

これからの国宝・重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方等に関する 

ワーキンググループ報告【概要】 

 

Ⅰ．基本的な考え方 

１．文化財の保存・継承の重要性と活用について 

長い歴史の中で伝えられ，守られてきた文化財としての美術工芸品は，先人が保存・継承す

るための努力をしてきたことを理解し，かけがえのない文化財を後の世代に確実に継承する

ことが必要。 

 

２．現状・課題 

美術工芸品は，素材や形状，構造等が極めて脆弱
ぜいじゃく

であり，文化財の移動や取扱いの機会が

増加することは，文化財の劣化を促進することを踏まえることが必要。 

過疎化・高齢化の進行等により文化財の管理体制が十分でないこと，維持管理の費用や税等

の所有者の負担が大きいこと，修理技術者の育成・確保が困難などから，文化財の散逸・消滅

の危機に直面している。 

 

３．文化財の保存と活用に関する考え方 

個々の文化財に対して，収集，調査研究，保存，展示，公開と総合的に捉え，保存と活用の

方策を検討することが必要。 

文化財の公開のためには修理が必要不可欠であり，文化財を修理し保存することの重要性

を広く周知することが必要。 

 

Ⅱ．今後の取組の方向性 

１．これからの時代にふさわしい文化財(美術工芸品）の保存と活用の在り方 

（１）国宝・重要文化財（美術工芸品）の適切な公開の在り方 

（国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項） 

「国宝・重要文化財の公開に関する取扱要項（平成８年）」について，これまでの取組によ

り蓄積された経験・知見とともに，保存科学に関する研究成果等を総合的に勘案した上で，重

要文化財等の材質，形状，保存状態を踏まえた取扱いの在り方について，より丁寧な説明を含

めた見直しを検討。文化財保護法第 53 条に基づき，所有者及び管理団体以外の者が移動を伴

う公開を行う場合の取扱いを行うべき事項や留意すべき事項を示す指針とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【検討の背景】 

材質や保存状態, 実態
※

等を踏まえ, 毀損の可能性の低 

い文化財は公開期間の延長を認めるなど, よりきめ細か

な取扱いとすることが望ましいとの指摘 

※平成 28 年度「公開承認施設等の博物館施設に対する実態調査結果」

においても, 材質別公開日数に差があることが明らかになった 

 展示設備等の技術的な進歩 

 公開ニーズの多様化   等 

 これまでの取組により蓄積された経験・知見とともに， 

保存科学に関する研究成果等を総合的に勘案 

 より明快・丁寧な理由・説明を含めた指針としての見直し 
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（美術館・博物館における対応） 

我が国の文化を継承し，国際的な文化的多様性の理解促進など大きな役割を果たしてきた

美術館・博物館において，新たなニーズとして開館時間の延長，ユニークベニュー，デジタル

アーカイブ化の利活用等の取組実施が期待される。また，文化・観光の拠点となる美術館・博

物館施設や民間団体等との連携による取組を充実するため，美術館・博物館のマネージメント

改革に向けたガイドラインの策定が必要。 

【現行要項】 

毀損の程度が著しいものを除き，原則 

   ①公開回数は年間２回以内，公開日数は延べ 60 日以内 

   ②①に比べて，褪色
たいしょく

や材質の劣化の危険性が高いものは延べ 30 日以内 

   ③照度は原則として 150 ルクス以下 

※この要項により難い場合には，事前に文化庁に協議すること

【見直しの方向性】 

文化財保護法第 53 条に基づき, 所有者及び管理団体以外の者が移動を伴う公開を行う場合の取 

扱いを行うべき事項や留意すべき事項を示す指針 

＜公開のための移動回数及び期間＞ 

毀損や劣化の程度が著しいもの, 材質が極めて脆弱
ぜいじゃく

, 寸法が特に大きい, 形状が複雑ものを除き, 原則 

① 公開のための移動回数は年間２回以内, 公開日数は延べ 60 日以内 

② ①以外のもので, 特に個々の保存状態に問題がない, 材質が石, 土, 金属などで作られたもの 

     ⇒ 年間公開日数 ： 延べ 150 日以内 

③ ①以外のもので, 特に個々の保存状態に問題がなく, 特別な事情があり, 事前に文化庁と協議の

上, 次回の公開まで適切な期間を設ける措置を取った場合 

     ⇒ 年間公開日数 ： 延べ 100 日程度 

④ ①に比べて褪色や材質の劣化の危険性が高いものは年間公開日数は延べ 30 日以内 

＜個別の重要文化財等の公開における留意事項＞ 

※個々の保存状態に問題がなく, 劣化しやすい材質を用いていない文化財に限る 

 絵画：絵画の照度は 100 ルクス以下とする 

版画の公開日数は年間延べ 30 日以内で照度は 50 ルクス以下とする 

油絵の公開日数は年間延べ 150 日以内とする 

 彫刻：金属製品の公開日数は年間延べ 150 日以内とする 

単一素材の彫刻作品（一木造
いちぼくづく

り, 彩色・漆箔
うるしはく

などがない場合）の年間公開日数については 

事前に文化庁文化財部美術学芸課と協議した上で決定することができる 

 工芸：陶磁器, 銅製品などの工芸品公開日数は年間延べ 150 日以内とする 

漆工品, 甲冑
かっちゅう

類の照度は 100 ルクス以下とする 

染織品の照度は 80 ルクス以下とする 

 考古：材質が石, 土, ガラス又は金属のものの公開日数は年間延べ 150 日以内とすること 

 書跡・典籍・古文書：照度は 100 ルクス以下とする 

 歴史資料：近代の洋紙を利用した文書・典籍類, 図面類, 写真類などの照度は 50 ルクス以下とする 

※この要項により難い場合には, 事前に文化庁に技術的指導・助言を求め, 協議し対応を決定すること 
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（２）指定された文化財の保存と活用をより計画的に進めるための取組 

① 国宝・重要文化財(美術工芸品)の保存活用計画 

「保存活用計画」について，美術工芸品はその種類や性質などが大きく異なることを踏まえ，

具体的な構成及び内容は，国が，具体的な指針や手続なども含めたマニュアルなどを検討し，

所有者等を支援する方策を検討・提供することが必要。 

これまでも地域の博物館等，自治体 ，文化庁，専門家などが協議して所有者による文化財

の管理を支援してきたことを踏まえ，所有者等が保存活用計画を策定する場合においても同

様に支援を行い，文化財の保存や活用に関する方針等を共有及び必要な合意形成を行うこと

によって，所有者等による主体的・計画的な保存と活用が円滑に促進されることを目的とする

ことが有効である。 

保存活用計画は，文化財指定１件当たり１計画とすることが基本であるが，同一の所有者が

複数の文化財を所有している場合は，必ずしも１件当たり１計画とせず複数の文化財を一つ

の計画にまとめることも可能とするとともに，重複指定された文化財の場合は，全体としての

整合を図るため一つの計画として整理することが考えられる。なお，建造物その他の重要文化

財を併せて所有する者の場合は，それらを一括して管理できるような方策を具体的に検討す

ることが必要。 

 

② 文化財の適切な周期による修理・整備・美装化 

脆弱
ぜいじゃく

な材料からなる文化財を活用できる状態に維持し，継承するためには，専門家が定期

的に個別の状態を把握し，計画的な修理が必要。これまでの知見を踏まえると，適切な修理の

サイクルは約 50 年と考えられる。保存活用計画において，保存状態とともに修理履歴や新た

に行う修理の必要性などが記載されることが望まれる。 

専門家による定期的な点検を兼ねた文化財のカビ・錆
さび

・埃
ほこり

等の除去，表具・縁の打ち直し，

展示収納具作成等の美装化も必要。このような対応により，本格修理の周期も延び，長期的に

は修理費用の軽減にもつながる。 

適切な修理により文化財を継承するためにも，修理状況の情報提供や博物館等における展

示などの実施が期待される。 

 

（３）近代の重要文化財（美術工芸品）等の保存と活用の在り方 

近代の文化財における修理や維持管理の方法論が定型化，一般化するよう，関係機関がより

一層連携して調査・研究機能を強化することが必要。 

行政文書などの多量性や船舶などの大規模性，複雑性を有する文化財は，中長期的な計画の

下に所有者の日常的，自主的な保存・活用の円滑，適切な実施を図ることが必要と認められる

ことから，特に保存活用計画の策定を推奨し，その策定に対し支援策を講じる必要がある。 

 

（４）未指定の文化財の調査研究等 

国や地方公共団体は，美術工芸品の特殊性を踏まえつつ，歴史的・学術的・芸術的な価値の

高い未指定のものも含めた指定の取組を積極的に進め，博物館等や所在地における展示や，地

域との連携によるアウトリーチ活動，地域振興，観光振興に資する活動などにつながるような

取組を推進することが重要。 

地方指定の文化財等の調査研究により新たな価値を見いだす例がある。このような観点か

ら，地域に根付いた調査研究を含めた適切な活用のシステム構築が必要。 
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２．文化財（美術工芸品）の持つ潜在力を一層引き出すための文化財保護の新たな展開 

（１）文化財（美術工芸品）の保存・活用を支える美術館・博物館等の機能強化と基盤整備，

地域振興，観光振興との連携の方策等 

地域の博物館等が地域文化発信の核となるとともに，子供，若者，高齢者，障害者，外国人

などを含め，あらゆる人々が文化財を鑑賞する機会が得られるようなアウトリーチ活動，文化

財デジタルアーカイブの利活用や展示環境の工夫などの取組を推進することが重要。 

文化財の保存・活用を両立させるため，文化財所有者・管理団体，美術館・博物館などの関

係機関等からの相談を一元的に受ける国の窓口・センター機能の整備が不可欠。専門職員が専

門的見地から，対応を提案することが必要。 

国は，国宝・重要文化財などの収蔵品のアーカイブ化を促進し，広く国内外に国宝・重要文

化財等の情報を発信する取組を支援することが必要。脆弱
ぜいじゃく

な文化財を補完する高精細レプリ

カ等について，企業や大学等との連携により最新技術等を活用した高精細レプリカやバーチ

ャルリアリティー等を寄附型プロジェクトで製作・活用する取組などを推進し，全国の美術

館・博物館の教育普及活動等に効果的な取組を普及することが期待される。 

 

（２）先端技術と連携した文化財（美術工芸品）の新たな公開・活用方策 

従来行われている模写模造に加え，近年進展が著しい高精細レプリカやバーチャルリアリ

ティーへの活用促進の可能性を探るため，先駆的事例の調査，先進的作品を用いた実証，今後

の活用の方向性などを普及する取組などが期待される。 

 

３．文化財（美術工芸品）を適切に保存管理しながら活用を図る専門的人材等の育成・確保，

及び環境整備の在り方 

（１）学芸員，保存修理等の専門性向上を含めた保存と活用を促進するための人材育成・確保 

新たな保存活用に係るニーズに対応するため，学芸員，文化財行政，保存修復等の専門性を

前提に，総合的に文化財の保存・活用を推進できる新たな専門人材が必要。また，美術工芸品

に関する専門性を有する人材について，地方自治体の学芸員等の配置において専門性を生か

した職員の配置を促すことが必要。 

学芸員等の専門性を向上させるためには経験を積むことと併せて，国，都道府県レベル，博

物館等関係団体など，各段階で実施されている研修の有機的連携を図り，体系的・計画的に学

芸員の研修機会を提供し，学芸員等が専門人材としてキャリアを確立していくために，それぞ

れの役割分担の下に，研修体制の整備を図ることが必要。 

文化財修理技術者の養成のためには，どれだけ多くの修理事業に関わることができるかと

いう点が最も重要であるが，あわせて，保存修理を中心とした知識や人文科学・自然科学・保

存科学，美術史・書誌学・歴史学等の知識，それらを関係者と協議し，修理方針をまとめるこ

とができるコミュニケーション能力も必要である。また，それらの能力を総合的に習得するた

めの研修とともにオン・ザ・ジョブ・トレーニング（ＯＪＴ）の仕組みを構築することが必要

である。 

幅広い人材の育成に活用される観点から，博物館等の学芸員や地方公共団体の文化財担当

者を対象にオンライン研修を実施することも有効であり，あわせて，学芸員等が研修を受ける

ことができる環境を整えることが必要。 

 

（２）文化財（美術工芸品）を確実に継承するための環境整備 

収蔵及び展示環境を整備することは基本的かつ最重要の保存・活用の在り方。 

修理に必要な道具と材料に関しても確保が難しく，更に後継者不足の問題は深刻。修理技術

の継承という観点からも，文化庁で計画的・戦略的に修理を行うとともに，選定保存技術保持

者等の取組の支援を充実することが必要。  
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中央教育審議会地方文化財行政に関する 

特別部会の設置について 

 

 

平成２９年９月２８日 

中央教育審議会決定 

 

 

中央教育審議会令（平成 12 年政令第 280 号）第 6条及び中央教育審議会運営規則

（平成 29 年 3 月 6 日中央教育審議会決定）第 4条の規定に基づき，中央教育審議会

に下記の部会を設置する。 

なお，この部会は，所掌事務に関する審議が終了したときは，廃止する。 

 

 

○地方文化財行政に関する特別部会 

 

（所掌事務） 

 地方文化財行政に係る地方行政組織の在り方について調査審議すること。 
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中央教育審議会地方文化財行政に関する特別部会委員 

 

（50 音順・敬称略） 

 

 荒井 正吾 

 

奈良県知事 

 岡田 優子 

 

横浜市教育委員会教育長 

◎ 小川 正人 

 

放送大学教養学部教授 

 門川 大作 

 

京都市長 

○ 亀井 伸雄 

 

独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所所長 

 小西 尚子 

 

 

公益財団法人ポーラ伝統文化振興財団理事長 
 
株式会社ピーオーリアルエステート代表取締役 

 

 鈴木 和夫 白河市長 

 

 世良 清美 

 

津和野町教育長 

 中原  斉 

 

鳥取県埋蔵文化財センター所長 

 馬場 豊子 

 

長崎市教育長 

 山添 藤真 

 

与謝野町長 

 

◎：部会長，○：部会長代理 
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「地方文化財行政に関する特別部会」まとめ（平成 29 年 10 月 30 日） 

地方文化財行政の在り方について【概要】 

 

Ⅰ．検討の背景 

１．文化審議会文化財分科会企画調査会 中間まとめ（平成 29 年 8 月 31 日）に

おける意見 

「景観・まちづくり行政や観光行政など他の行政分野も視野に入れた総合的・

一体的な取組を可能とするため，地域の選択で首長部局も文化財保護を担当でき

るような裁量性の向上についても検討が必要である」 

 

２．中央教育審議会地方文化財行政に関する特別部会（平成 29 年 9 月 28 日設置） 

「現在，教育委員会が管理し，執行することとされている文化財保護に関する

事務を，地方公共団体の選択によって首長の権限の下に置くことを可能とするか

どうかについて検討」 

 

Ⅱ．地方文化財行政の現状と課題〔特別部会における主な意見〕 

１．文化財保護に関する事務を地方公共団体の選択によって首長の権限の下に置

くことを可能とすることについて 

地方公共団体の判断により，文化財保護に関する事務を選択可能とする制度改

正に賛成。事務の所管の判断は地方公共団体に任せてほしい。 

首長は開発に傾きがちという先入観があるが，総体的にはバランス感覚がある

人も多い。 

保存と活用は車の両輪であり，一輪だけにならないよう法令上の明確化が必要。 

首長部局に移管すれば文化財のより効果的な活用が期待できる。 

 

２．文化財保護に関する事務を首長の権限の下に置く場合に留意すべきことにつ

いて 

専門性・技術的判断の確保方策として，地方文化財保護審議会の設置や専門的

知見を持つ職員の配置。 

政治的中立性や継続性等の確保方策として，地方文化財保護審議会や条例に基

づく委員会等の第三者機関による確認。 

多様なフィールドを経験した文化財の専門人材の養成が重要。 

指導主事の配置やコーディネーター人材の確保，人事交流など，首長部局と教

育委員会との連携が重要。 

文化財の周知を徹底し，市民の理解を深めることが重要 

開発行為と文化財の保存との利害対立の調整は，プロセスの透明性確保により

克服するべき。 
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どの部局にあれば必要な予算を確保でき， 現実的に文化財を守ることにつなが

るかという観点からも考えるべき。 

 

Ⅲ．地方文化財行政の在り方 

近年，地域の文化財を活用した地域づくりが進められるなど文化財を取り巻く 

社会状況も変化している。また，まちづくりや観光など他の行政分野との総合的・

一体的な取組への需要が高まっており，地方公共団体の選択によって文化財保護

に関する事務を首長部局に置くことを可能とする制度改正を求める声が地方公共

団体から上がっている。 

特別部会としては，「文化財保護に関する事務については，引き続き教育行政部

局が担当することを基本とするが，社会状況の変化や地方公共団体からの声が上

がっていることに鑑み，景観・まちづくり等の事務との総合的・一体的な事務の管

理・執行を考慮し，各地方公共団体が文化財保護に関する事務をより一層充実さ

せるために必要かつ効果的であると当該地方公共団体が判断する場合に，条例に

より首長が担当することを選択できる制度とすべきと考える。 

その際，文化財は一旦滅失等すれば原状回復できないため，平成 25 年の文化審

議会報告での四つの要請（※）に対応できる環境を整えることを条件とすべき。 

文化財保護事務を首長部局，教育委員会のどちらが担当しても，文化財保護行

政を更に発展させることが何より重要であり，国は広い視野や専門知識を持った

人材の育成・確保や，文化財保護予算の確保などの施策の推進を期待。 

 

※「専門的・技術的判断の確保」「政治的中立性，継続性・安定性の確保」「開発行為

との均衡」「学校教育や社会教育との連携」 
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